
代理受領制度について（概要）

①工事費の支払い（自己負担分）

【５０万円】

③補助金の支払い

【８０万円】

申請者

今治市

工事施工業者 申請者

今治市

工事施工業者

②補助金の請求

【添付】

領収書(全額)の写し

【添付】

・領収書(自己負担分)

　の写し

・代理受領委任状

③補助金の支払い

【８０万円】

これまでの補助金の流れ 代理受領制度を利用した補助金の流れ

①工事費の支払い（全額）

【１３０万円】

補助金の請求の前に、工事施工業者へ工事費の全額を支払う必要が

あります。

補助金の請求の前に、工事施工業者へ自己負担分（工事費から補助金

を差し引いた額）の支払いのため、申請者の費用負担が軽くなります。

【例】工事費：１３０万円の場合

　　　（補助金：８０万円、自己負担分：５０万円）　

②補助金の請求

　代理受領制度は、申請者が受け取る予定の補助金を、市から工事施工業者へ交付する制度です。

　申請者が解体にかかった費用の全額を工事施工業者に支払う必要がなくなり、申請者の費用負担を

軽くすることが できます。

 　※代理受領制度を利用される場合は、申請者と工事施工業者との「合意」が必要です。 


